
 

 

     

成
年
後
見
制
度
を
ご
存
知
で
す
か
？ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

『
成
年
後
見
制
度
』
は
、
認
知
症

や
知
的
障
が
い
、
精
神
障
が
い
等
の

た
め
に
判
断
能
力
が
十
分
で
な
い
方

の
権
利
や
財
産
を
守
る
た
め
の
制
度

で
す
。
本
人
の
判
断
能
力
の
度
合
い

に
よ
っ
て
３
つ
の
タ
イ
プ
が
あ
る
ほ

か
、
い
ず
れ
判
断
能
力
が
衰
え
た
時

に
効
力
が
生
じ
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。

今
回
は
、
高
齢
化
社
会
の
進
行
に
伴

い
、
ま
す
ま
す
身
近
に
な
る
成
年
後

見
制
度
に
つ
い
て
、
ご
紹
介
し
ま
す
。 

 
  

成
年
後
見
制
度
と
は
？ 

 
 
 
 

 

 
 

 

判
断
能
力
が
十
分
で
な
い
方
を
守

る
た
め
に
後
見
人
等
が
契
約
や
財
産

管
理
を
支
援
す
る
制
度
で
す
。 

 

「
認
知
症
が
進
ん
だ
親
の
判
断
力
が

不
安
だ
」「
こ
れ
ま
で
同
居
し
て
い
た

家
族
が
亡
く
な
り
、
知
的
障
が
い
の

あ
る
人
が
一
人
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
」

「
心
の
病
が
何
年
も
長
引
い
て
お
り
、

日
常
生
活
が
不
安
だ
」
そ
の
よ
う
な 

     

認
知
症
や
知
的
障
が
い
、
精
神
障
が

い
な
ど
の
た
め
に
、
判
断
能
力
が
十

分
で
な
い
方
の
権
利
や
財
産
を
守
る

た
め
の
制
度
が
「
成
年
後
見
制
度
」

で
す
。 

例
え
ば
、
本
人
が
今
後
の
暮
ら
し

の
た
め
に
本
人
所
有
の
不
動
産
を
売

り
た
い
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
た

い
、
遺
産
分
割
を
し
た
い
、
と
い
っ

た
場
合
な
ど
に
、
家
庭
裁
判
所
に
「
成

年
後
見
制
度
」
の
利
用
を
申
立
て
、

手
続
き
を
行
え
ば
、
家
庭
裁
判
所
が

選
任
す
る
「
後
見
人
等
」
が
本
人
の

身
の
回
り
に
配
慮
し
な
が
ら
、
本
人

の
財
産
を
適
切
に
管
理
し
ま
す
。 

高
齢
者
を
狙
う
詐
欺
や
悪
質
商
法

の
な
か
に
は
、
加
齢
や
認
知
症
に
よ

る
判
断
能
力
の
衰
え
に
つ
け
こ
む
も

の
も
あ
り
、
そ
う
し
た
被
害
を
防
ぐ

た
め
に
も
活
用
で
き
ま
す
。 

 

成
年
後
見
制
度
で
は
、
支
援
を
受

け
る
本
人
の
判
断
能
力
の
度
合
い
に

よ
っ
て
、
支
援
内
容
が
後
見
・
保
佐
・

補
助
・
任
意
後
見
の
４
つ
に
分
類
さ

れ
ま
す
。 

 

成
年
後
見
制
度
を
利
用
す
る
に
は
？ 

 
 
 
 
 

  

成
年
後
見
制
度
を
利
用
す
る
に
は
、

家
庭
裁
判
所
に
申
立
て
を
す
る
こ
と

が
必
要
で
す
。
申
立
て
が
で
き
る
の

は
、
本
人
と
そ
の
配
偶
者
、
四
親
等

内
の
親
族
で
す
。
ま
た
、
身
寄
り
が

な
い
な
ど
の
理
由
に
よ
り
、
申
立
て

を
す
る
人
が
い
な
い
場
合
に
は
、
根

室
市
長
が
申
立
て
を
行
う
こ
と
が
で

き
ま
す
。 

申
立
て
に
必
要
な
書
類
や
費
用
は

次
の
と
お
り
で
す
。 

 

▼
主
な
必
要
書
類 

 

申
立
書 

 

診
断
書
（
成
年
後
見
用
） 

 

本
人
の
戸
籍
謄
本 

※
申
立
書
や
診
断
書
の
書
式
は 

家
庭
裁
判
所
で
入
手
で
き
ま
す
。 

 

▼
申
立
て
費
用 

 
 

申
立
手
数
料 

 

１
件
に
つ
き 

８
０
０
円 

 
 

登
記
手
数
料 

 
 
 

１
件
に
つ
き
２
，
６
０
０
円 

 
 

郵
便
切
手 

 

２
，
７
７
６
円
分 

こ
の
ほ
か
、
本
人
の
判
断
能
力
を

医
学
的
に
鑑
定
す
る
た
め
の
費
用
が

加
わ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。 

 

家
庭
裁
判
所
へ
の
申
立
て
か
ら
法

定
後
見
（
後
見
、
保
佐
、
補
助
）
の

開
始
ま
で
の
お
お
よ
そ
の
流
れ
は
左

の
図
の
と
お
り
で
す
。
申
立
て
か
ら

法
定
後
見
開
始
ま
で
の
期
間
は
案
件

に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。
申
立
て
後
、

家
庭
裁
判
所
で
は
、
本
人
の
た
め
に

ど
の
よ
う
な
保
護
や
支
援
が
必
要
か

な
ど
の
事
情
に
応
じ
て
、
本
人
の
支

援
に
ふ
さ
わ
し
い
方
を
後
見
人
等
に

選
任
し
ま
す
。
後
見
人
等
は
、
一
人

が
選
任
さ
れ
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
複

数
の
後
見
人
等
が
選
任
さ
れ
る
場
合

も
あ
り
ま
す
。 

                 

後
見
人
等
と
な
っ
た
人
は
、
本
人
に

代
わ
っ
て
財
産
を
管
理
し
た
り
、
必

要
な
契
約
を
結
ん
だ
り
し
て
、
本
人

を
保
護
・
支
援
す
る
役
割
を
担
い
ま

す
。
後
見
人
等
の
仕
事
は
法
律
行
為

に
関
す
る
も
の
に
限
ら
れ
、
食
事
の

世
話
や
介
護
等
は
含
ま
れ
ま
せ
ん
。

後
見
人
等
と
し
て
の
仕
事
は
、
本
人

が
亡
く
な
る
ま
で
続
き
ま
す
。 

 

【
問
合
せ
】 

市
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー 

 
 

電
話
（
２
３
）
６
１
１
１ 

 
 
 
 
 
 
 

内
線
２
１
８
１ 
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